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検
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規
程
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改
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す
る
訓
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検　

査　

課
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児
童
福
祉
法
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障
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河
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振
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所
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二

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可 
（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

二

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 
（
建
築
宅
地
課
）　
　

二

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　
　

二

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
二
号

　

県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

県
工
事
検
査
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
三
項
中
「
職
に
あ
る
職
員
」
の
下
に
「（
主
任
主
査
及
び
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。）
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
検
査
課
の
項
中
「
技
術
補
佐
（
総
括
担
当
）」
の
下
に
「
、
主
任
主
査
」
を
加
え
、「（
地
方
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。）
に
限
る
。）」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
県
工
事
検
査
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十

五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。告　

　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害

児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
し
た
指
定
障
害

児
通
所
支
援
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
五
〇
七
〇
〇
三
一
五

ぴ
っ
ぴ
名
取

名
取
市
増
田
一
丁
目
十

三
番
一
号

児
童
発
達
支
援

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ひ
よ
こ

会

平
成
二
十
五
年

四
月
三
十
日

〇
四
五
一
一
〇
〇
一
八
四

ぴ
っ
ぴ
岩
沼

岩
沼
市
土
ケ
崎
三
丁
目

九
番
七
号

児
童
発
達
支
援

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ひ
よ
こ

会

平
成
二
十
五
年

四
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。　　
　
　

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数
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患
畜　

四
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

大
崎
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許
可
番
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

受
付
年
月
日

株
式
会
社
な
が
や

ま
店

永
山　

雅
章

石
巻
市
中
浦
二
丁
目
一

－

百
七

般

－
二
十
二

第
三
千
六
百
十

一
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

平
成
二
十
五
年

 

三
月
十
五
日

玉
洲
工
業
株
式
会

社小
玉　

丑
藏

塩
竈
市
新
浜
町
二
丁
目
五

－

三
十
六

般
－

二
十
二

第
七
千
二
十
九

号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　
機
械
器
具
設
置
工
事
業

平
成
二
十
五
年

 
三
月
十
九
日

株
式
会
社
ウ
ッ
ド

ホ
ー
ム

齋
藤　

麗
子

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
字

明
神
西
十
三

般

－

二
十
二

第
一
万
五
千
八

百
七
十
七
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

平
成
二
十
五
年

 

三
月
十
五
日

株
式
会
社
佐
藤
建

材佐
藤　

真
理
子

仙
台
市
太
白
区
郡
山
字
穴

田
東
十
五

－

三

般

－

二
十
一

第
一
万
七
千
二

百
二
十
一
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

平
成
二
十
五
年

 

三
月
十
八
日

株
式
会
社
鉄
平
の

家伊
藤　

英
助

仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁

目
十

－

三

般

－

二
十
二

第
一
万
七
千
五

百
五
十
二
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

平
成
二
十
五
年

 

三
月
十
九
日

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
号

　

川
崎
町
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

佐　
　

野　
　

好　
　

昭　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
一
号

　

石
巻
市
北
方
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

大　
　

内　
　
　
　
　

仁　
　
　

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
北
川
原
山
九
番
二
十
九
、

九
番
三
十
及
び
九
番
八
十

　

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
高
見
町
二
丁
目
三
十
番
地
の

六

株
式
会
社
フ
ロ
ー
ラ　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
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平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

百
六
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合　

宮
城
県
石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

五　

落
札
金
額　

一
千
四
百
五
十
六
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
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